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平成３１年２月大和市教育委員会定例会 

 

○平成３１年２月６日（水曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 教育長職務代理者   青 蔭 文 雄 

 ２番 委      員   小 松 俊 子 

 ３番 委      員   森 園 廣 子 

 ４番 委      員   前 田 良 行 

 ５番 教 育 長   柿 本 隆 夫 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 山 崎 晋 平 こ ど も 部 長 齋 藤 園 子 

文化スポーツ 

部 長 
小 川 幹 郎 教育総務課長 石 川 正 道 

学 校 教 育 課 長 土佐野   睦 保健給食課長 齋 藤 信 行 

指 導 室 長 板 坂 和 明 教育研究所長 竹 中   崇 

青 少 年 

相 談 室 長 
中 村 真由美 

こ ど も ･ 

青 少 年 課 長 
遠 藤 隆 久 

文化振興課長 樋 田 久美子 
図 書 ・ 学 び 

交 流 課 長 
前 嶋   清 

スポーツ課長 鈴 木 雅 和   

 

○書  記 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 係 長 

金 子 純一郎 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

担 当 主 査 

藤 田 和 宏 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第 １（議案第 ２号）大和市特別支援教育センター条例施行規則につい 

                て 

   日程第 ２（議案第 ３号）大和市教育委員会事務局及び所管機関の組織等に 

                関する規則の一部を改正する規則について 

   日程第 ３（議案第 ４号）大和市教育委員会の職員の職の設置等に関する規 

                則の一部を改正する規則について 



2 

   日程第 ４（議案第 ５号）大和市特別支援教育就学奨励に関する規則の一部 

                を改正する規則について 

   日程第 ５（議案第 ６号）大和市教育委員会の職員の職務等に関する規程の 

                一部を改正する規程について 

   日程第 ６（議案第 ７号）大和市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する 

                規程について 

   日程第 ７（議案第 ８号）大和市学校教育基本計画について 

   日程第 ８（議案第 ９号）健康都市やまと ＭＡＮＡＢＩ計画（大和市生涯 

                学習推進計画）について 

   日程第 ９（議案第１０号）第２期大和市スポーツ推進計画に係る意見聴取に 

                ついて 

   日程第１０（議案第１１号）平成３０年度大和市教育費補正予算案について 

   日程第１１（議案第１２号）平成３１年度大和市教育費当初予算案について 

   日程第１２（議案第１３号）県費負担教職員の管理職人事について 

 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 



3 

 
  開会 午前１０時００分 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまから教育委員会２月定例会を開会いたします。 

 会議時間は午後３時までとします。 

 今会の署名委員は４番前田委員、１番青蔭委員にお願いいたします。 

 続きまして、教育長からの報告をさせていただきます。 

 初めに、前月定例会以降の動きについてご報告します。 

 １月２７日には、大和市手をつなぐ育成会の「新春を祝う会」に出席

させていただきました。卒業を祝う会も兼ねており、４月から高等学校

に進む子どもたち７人、市内中学校に進学する６年生２人のお祝いをい

たしました。ここまで、本人の努力とご家族の支えがあってやってこら

れたと思います。４月から始まる新しい生活でも思い切り楽しむつもり

で頑張ってくださいと激励の言葉をお伝えさせていただきました。 

 ２８日、３０日には、小学校８校の学校訪問を行いました。今年度の

訪問の趣旨として、学力向上、いじめ・不登校問題の２つを共通テーマ

とし、意見交換では、教職員の働き方改革や地域との連携を取り上げま

した。今回で全校の学校訪問を終えたわけですが、学校の苦労や実態を

知ることができ、また取り組みの課題が整理されるなど、意義のある学

校訪問になったと思います。 

 ２８日には、大和市医師会新年会兼創立６０周年・訪問看護ステーシ

ョン創立２０周年祝賀会に出席させていただきました。子どもたちの成

長と健康を見守るために、これからも医師会の皆様のお力をお借りしな

がら取り組んでまいりたいと考えております。 

 ３１日には、草柳小学校で教育課題研究の中間発表会がございまし

た。根拠、理由、主張の３点セットを手がかりに、子どもたちは論理的

思考を組み立てていきます。そして、自分の考えを明確に伝え合うこと

ができる力をつけていくという実践が報告されました。３年の研究期間

の２年が終了しての中間報告でしたが、多くの成果が確認できました。

来年度の研究のまとめに向けてさらに研究を深めていただきたいと思い

ます。 

 ２月１日には、大和市学校保健研究協議会が開催され、ご挨拶させて

いただきました。今回の協議会では、横浜の小学校現場で歯科保健教育

に取り組まれ、学校を文部科学大臣賞に導いた歯科医師の江口康久万先

生にご講演いただきました。虫歯を中心とした具体的な取り組みをご紹

介いただき、学校現場の参考になったと思います。 

 ２日には、大和市市制６０周年記念式典が芸術文化ホールで盛大に行
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われ、一部では式典と表彰、続く二部では神奈川フィルハーモニー管弦

楽団による記念公演が行われました。水泳の青木智美選手の市民栄誉賞

をはじめ、当日は６０周年を記念して、市政や市民活動に功績のあった

多くの個人、団体の皆様が表彰されました。また、神奈川フィルハーモ

ニー管弦楽団の公演では、大和市ゆかりの歌手の代表作がメドレーで演

奏されたり、映像と語り、そして管弦楽により、大和市の６０年の歩み

を振り返るなど、６０周年にふさわしい内容の式典となりました。また

一歩、大和市は輝かしい未来へ向けてその歩みを踏み出したように思い

ます。教育委員の皆様もご参加ありがとうございました。 

 ４日には、県央教育事務所管内教育長会議に出席いたしました。平成

３１年度の県費負担教職員の定数の仮査定や旅費の執行状況などが議題

となりました。 

 次に、次月定例会までの予定につきましては、説明を省略させていた

だきますので、資料をご覧ください。 

 ２月２４日には、教育委員会表彰式を予定しております。 

 ３月１１日には、中学校の卒業式、２０日は、小学校の卒業式が予定

されておりますので、委員の皆様にもよろしくお願いいたします。 

 最後に、３月市議会の日程に触れさせていただきます。 

 本会議初日が２月１５日、最終日が３月１３日です。一般質問は３月

６日、７日、８日の３日間に予定されております。文教市民経済常任委

員会は２月２０日、厚生常任委員会は２１日に予定されております。 

 以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

ただいまの報告に関しまして、質疑、ご意見等ございましたらお願い

いたします。 

○森 園 

 委 員 

  ２点ほどございます。 

 １月２８日の学校訪問でございますが、４校とも不登校・いじめにつ

いて事例を出されていて、それに対して教員が対応されているというこ

とはよかったと思います。見えない不登校・いじめ、特にいじめに関し

ては追跡調査を行っているかという質問にも、答えていただきましたの

で、それもよかったと思います。また、地域との連携についてでござい

ますが、各学校が、地域との連携をよくとっていただいて、子どもたち

のために地域、家庭、学校ということが根づいてきたと思っておりま

す。 

 また、２月２日の市制６０周年記念式典について、多くの方が個人で

も団体でも表彰され、さらにその活動に対して頑張ろうという意識が出

てくるものとしてよかったと思います。 
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 以上でございます。 

○前 田 

 委 員   

  教育委員となりまして、初めての学校訪問をいたしました。各学校

が、一生懸命取り組んでいるということを改めて感じました。特に学力

向上に関しまして、各学校がどうやって子どもたちの学力を伸ばしてあ

げるかということに一生懸命取り組んでいることがひしひしと感じられ

ました。 

 また、草柳小学校の研究発表について、根拠、理由、主張、この３点

セットに一生懸命、教員も取り組んでいるし、子どもたちも授業に参加

しているということで、草柳小学校の教員もとてもよい経験をなさった

と思いますし、子どもたちも多くの人が見ている中で授業を受けたとい

うことでよい経験ができたように感じました。 

 以上です。 

○小 松 

 委 員 

  まずは学校訪問についてですけれども、８校訪問させていただきまし

た。学力向上に関しましては、過去何回か訪問している中で、現状とし

て子どもたちがどの位置にいるのかということを数字で把握しきれてい

ない学校が幾つかあったのですが、改善されてきました。学校ごとに独

自に現状をつかむ手法として、小テストを行うなどに取り組んでいる学

校もございまして、学力向上に向けての取り組みとして、子どもたちは

現時点でどの位置にいるか把握するということが教員の中で定着して、

学力向上に向けてどうやっていこうかというような話し合いが持たれて

きているように思いました。寺子屋などもうまく利用していただきなが

ら、その結果として、全国学力状況調査の結果が、少しずつ上がってき

ているのではということを感じられるような学校訪問でございました。 

 また、いじめ・不登校に関しましては、各学校がいろいろと一生懸命

に取り組んでいただいているのですが、学校だけでは難しいような場合

もございます。学校だけではなく、関係機関と連携しながらというよう

なお話も出ていました。ニュースになっております他市の虐待のことも

ございますので、気をつけていかなければいけないのは、関係各所が縦

割りとなっていることから、しっかりと連携をしているといっても、ど

うしても隙間ができてしまうと思われることです。そこを絶対に逃して

はいけないということを改めて感じましたし、学校に伺ったときにもそ

ういったお話をさせていただきました。ニュースを見ていますと、どこ

が悪かったということではなく、そこにかかわってきた大人の皆が悪い

という認識を持たないといけないと思いました。もちろん、各機関で悪

かった点はありましたけれども、その子どもに関わってきた大人たちが

しっかりと責任を持ってつなげていき、その子どものためにどうしたら
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よいのかということを考えていかなければいけなかったと思います。こ

れは、あの事件だけにかかわらず、いつでも起こり得ることだと思いま

す。もしかしたら大和市内だって起こり得ることだと思います。大きな

ことにはなっていないけれども、小さなことは起こっているはずです。

十分に連携されていない中で、子どもたちが置き去りにされてしまうと

いうことが絶対にないように、現場の教員、関わっている機関の方、私

たちも含めながら、隙間をつくらない、しっかりとつないでいくという

ことを肝に銘じていかなければいけないと改めて感じました。 

 働き方改革については、学校がそれぞれできることを一生懸命努力し

ていると思います。子どもや保護者など、人と関わっていくことが多い

ので、どうしても時間が足りないという話も聞こえてきました。そうい

った中で、これから見直していくには、人との関わりよりも、例えば事

務的なものについてだと思います。学校からも話が出ていたのですけれ

ども、校務支援システムの活用であったりとか、紙より、なるべくシス

テムで事務を行うというような話も出ていましたので、そういったこと

は教育委員会でも考えて、教員の負担を軽減していく必要があると思い

ます。そして、子どもに向き合う時間がさらに増えるような形を構築し

ていかないといけないと感じました。 

 地域との関わりについては、各学校が地域との関わりをとても持って

いるということを今回は強く感じました。働き方改革にも関連してくる

のですけれども、教員だけでは賄えない部分が増えてきている中で、こ

れからは地域の力というのも大事になってくると思います。保護者にと

っても、昔でしたら子育てのことを誰かに聞けばわかるというような環

境があった中で、そういったことが難しくなってきています。おそら

く、保護者の方も職場の方と関わる時間が多いのではないかと思いま

す。そこでの話題は、仕事に関するものかと思いますが、同じ地域の保

護者が集まれば、そこでの話題は、子どものことになると思います。そ

ういった時間が少なくなってきている中で、保護者が抱えている悩みや

学校が抱えている問題なども、地域の力によって解決できることがある

のではないかと感じることがありますので、地域との関わりについて

は、各学校がさらに深く関わりを持てるような体制でなければいけない

と感じました。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 学校訪問の中で、保護者に連絡する際には１９時、２０時でないと連

絡がつかないので、何時までに仕事を終えるように言われても難しい実
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態があるという話もありました。そのような実態についてもこれからど

うしていくか、皆さんのお知恵をお借りしながら進めていかなければい

けないと感じました。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら、ただいまの報告に対する質疑は終了させて

いただきます。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１（議案第２号）から日程第６（議案第７号）につきまして

は、関連がございますので、一括して審議し、採決いたします。 

 それでは、日程第１（議案２号）「大和市特別支援教育センター条例

施行規則について」、日程第２（議案第３号）「大和市教育委員会事務

局及び所管機関の組織等に関する規則の一部を改正する規則につい

て」、日程第３（議案第４号）「大和市教育委員会の職員の職の設置等

に関する規則の一部を改正する規則について、日程第４（議案第５号）

「大和市特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正する規則につ

いて」、日程第５（議案第６号）大和市教育委員会の職員の職務等に関

する規程の一部を改正する規程について、日程第６（議案第７号）「大

和市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について」を議題と

いたします。 

 細部説明を求めます。板坂指導室長。 

○板 坂 

 指導室長 

  議案第２号、大和市特別支援教育センター条例施行規則について、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 １ページ目、大和市特別支援教育センター条例施行規則でございま

す。この規則につきましては、以前ご審議いただきました大和市特別支援

教育センター条例に基づきまして、必要な事項を定めるというものになっ

ております。 

第２条につきましては、大和市特別支援教育センター（以下「センタ

ー」という。）で行います業務について規定しております。（１）通級指

導教室に関すること、（２）教育支援教室に関すること、（３）教育相談

及び教育指導に関すること、（４）教職員の研修に関すること、（５）そ

の他となっております。 

 第３条につきましては、通級指導教室に関することを規定しておりま

す。通級指導教室は、センターにおいて、学校教育法施行規則の規定に基

づく特別の教育課程による教育を行う場所となりますので、いわゆる学校
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の分教室ということになります。そこで、小学校としては大和市立林間小

学校の分教室、中学校としては大和市立鶴間中学校の分教室ということに

なります。第２項では、教室に通ってくる子どもたちについて規定してお

ります。大和市立小学校及び中学校に在籍し、支援を要する児童又は生徒

のうち次に掲げる者としてございます。（１）自閉症者又はそれに類する

者で、通常の学級での学習におおむね参加できるもの。（２）主として心

理的な要因による選択性かん黙等がある者で、通常の学級での学習におお

むね参加できるもの。（３）全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話

す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得及び

使用に著しい困難を示す者。（４）年齢若しくは発達に不釣り合いな注意

力又は衝動性若しくは多動性が認められ、社会的な活動又は学業の機能に

支障をきたす者。（５）その他前各号に準ずると教育委員会が認める者と

規定させていただいております。第３項は、通級するかどうかという判断

に当たりましては、教員等による観察、専門医による診断等に基づき総合

的に行うというものとしております。また、通級指導教室に通う時間帯等

を保護者等と十分相談いたしまして考慮するものといたしております。第

４項につきましては、教室の休業日及び臨時休業について定めてございま

す。先ほど申し上げましたとおり、小学校、中学校の分教室となりますの

で、大和市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（以下「小中学校

管理運営規則」という。）の規定に準ずるとしてございます。 

 第４条につきましては、教育支援教室についての規定でございます。こ

ちらは、大和市立小学校及び中学校に在籍し、支援を要する児童又は生徒

であって、登校が困難になっている児童生徒の指導を行うということにし

てございます。こちらは、教育委員会が運営するものとしてございます。

第２項は、その対象の児童生徒が教育支援教室に来た場合、学校教育法施

行規則第２４条第１項により、指導要録にこの児童生徒が授業に出席した

ものと記録できるとしております。そのため、教育支援教室に来たことで

欠席にはならないということを規定してございます。第３項は、教育支援

教室の休業及び臨時休業についてでございます。教育委員会が運営するも

のとなりますので、小中学校管理運営規則において「校長」とあるところ

を「教育委員会」と読み替えて運営するということにしてございます。 

 第５条では、教育相談及び教育指導につきまして規定しております。セ

ンターにおいて、学校、支援機関等と連携し、児童生徒の特性、発達等の

状況に応じて相談及び指導を行うものと規定してございます。 

 第６条は、教職員の研修でございます。さまざまな障がいの特性や支援

のあり方について研修を行うことを規定いたしました。 
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 第７条は、センターに職員を置くこと、第８条は、この規則に定めるも

ののほか、必要な事項は教育長が別に定めることを規定してございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  続いて、石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  議案第３号、大和市教育委員会事務局及び所管機関の組織等に関する

規則の一部を改正する規則についてご審議いただきたく、ご提案するもの

でございます。 

 議案第２号でご説明がありました特別支援教育センターの設置に伴い、

改正するものでございます。 

 ２ページ目から４ページ目については、新旧対照表となります。 

 第１条、趣旨につきまして、「及び、大和市特別支援教育センター条例

（平成３０年大和市条例第２９号。以下「センター条例」という。）第３

条」を追加させていただきました。 

 第２条、分掌機関につきまして、（２）所管機関に「及びセンター条例

第１条の規定に基づき設置された特別支援教育センター」を追加させてい

ただきました。 

 第８条を追加し、特別支援教育センターにつきまして、「センター条例

第１条の規定に基づき設置された特別支援教育センターの事務分掌は、次

のとおりとする。」とさせていただいております。（１）から（６）まで

ございますが、「（１）通級指導教室に関すること。（２）教育支援教室

に関すること。（３）教育相談及び教育指導に関すること。（４）教職員

の研修に関すること。（５）特別支援教育センター内の維持管理に関する

こと。（６）その他特別支援教育センター内の庶務に関すること。」とし

ております。また、第２項に「特別支援教育センターは、教育部指導室に

属する。」を規定いたしました。 

 なお、第３条、部等の設置、第５条、教育研究所、第６条、青少年相談

室につきましては、市役所の全庁的な組織名の見直しの一環として、これ

まで「担当」となっていたところを「係」とするものでございます。 

 議案第３号につきましては、以上となります。 

   続きまして、議案第４号、大和市教育委員会の職員の職の設置等に関

する規則の一部を改正する規則についてご審議いただきたく、ご提案す

るものでございます。 

 ２ページ目、新旧対照表をご覧ください。 

 別表（第３条関係）でございますが、こちらに「特別教育支援センタ

ー」を追加させていただきまして、職の欄に「センター長」「指導主
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事」「主査」「主事」を追加したものでございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  続いて、土佐野学校教育課長。 

○土佐野 

 学校教育 

 課 長 

  議案第５号、大和市特別支援教育就学奨励に関する規則の一部を改正

する規則についてご提案させていただきます。 

 ２ページ目、新旧対照表をご覧ください。 

 第２条につきまして、「就学奨励事業の対象となる者は、大和市立の小

学校又は中学校に就学し、当該学校の特別支援学級に在籍している児童若

しくは生徒又は教育委員会が設置する通級指導教室に通う児童若しくは生

徒の保護者で、教育委員会が認定した者とする。」に改正させていただき

ます。これまで、通級指導教室については、小学校３校に設置してあるこ

とばの教室が対象でしたので、対象が児童の保護者のみでしたけれども、

特別支援教育センターに小中学校に関する通級指導教室が設置され、初め

て中学校の通級指導教室ができますので、規則の対象者に生徒の保護者を

追加させていただくものでございます。 

 ３ページ目、参考として現行の就学奨励に関する規則を載せさせていた

だきました。なお、通級指導教室の児童生徒につきましては、第４条の費

目のうち、通学費、つまり在籍している学校から通級指導教室がある場所

までの交通費についてが対象となっています。公共交通機関の電車、バス

などの交通費が対象となっています。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  続いて、石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  議案第６号、大和市教育委員会の職員の職務等に関する規程の一部を

改正する規程についてご審議いただきたく、ご提案するものでございま

す。 

 ３ページ目からの新旧対照表をご覧ください。 

 特別支援教育センター設置に伴いまして改正する内容でございます。 

５ページ目から７ページ目にかけまして、センター長の職務と、そのほ

か主任指導主事の職務について追加しているものでございます。 

 ５ページ目、第８条、センター長の職務等でございます。「センター長

の職務等は、上司の指揮を受け、おおむね次に掲げるとおりとする。」と

し、（１）から（６）までございます。（１）上司の業務の補佐、（２）

分担業務の処理計画とその調整、（３）業務に関する報告、（４）業務の

改善、（５）健康管理、（６）所属する職員の指揮監督でございます。 
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 また、主任指導主事の職務といたしましては、７ページ目の第１３条第

３項に「前項に定める職務等のほか、第８条に規定するセンター長を兼ね

る者の職務は、センター長の職務のほか、第６条第１項第８号の職務とす

る。」を追加してございます。 

 また、このほかの改定箇所につきましては、例えば、第３条（１）アの

「推進」を「推進し、」というように語句の修正をしたものとなります。 

 議案第６号につきましては、以上となります。 

   続きまして、議案第７号、大和市教育委員会事務決裁規程の一部を改

正する規程についてご審議願いたく、ご提案するものでございます。 

 ２ページ目、新旧対照表をご覧ください。 

 第２条、用語の意義でございますが、（９）専決について、「又はセ

ンター長」を追加させていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○小 松 

 委 員 

  確認ですが、議案２号の１ページ目、第３条通級指導教室に、分教室

となっていますが、こちらに通う児童生徒の在籍校はどういう扱いにな

るのか教えていただけますか。 

○板 坂 

 指導室長 

  ことばの教室と同様に、お子さんは在籍する学校からこちらに通って

くるという形になります。 

○青 蔭 

 委 員 

  ご説明いただきまして、センター長についても、施設のこともわかり

ました。 

他市のニュースなどを目にしますと、もっとしっかり確認をすればよ

かったという事案が起こっています。どんなものをつくろうと、どんな

人を配置しようと、確認はしていないということでは、ニュースのよう

な事案は起こり得るものと思います。これでいじめや不登校、全ての問

題が大和市から消え去るなんていうことは微塵にも考えてはいけないと

思います。こういうものをつくったから安心というのは、まさに私たち

の大人の考えであって、子どもたちは、アンケートを外に出さないとい

うただし書きがあるからこそ、教員に「何とかしてほしい」という内な

る叫びがあったものに対して、誰一人として大人が酌むことができなか

ったということでは、どのようなものがあっても救えないということを

捉えていただきたいと思います。また、今朝のニュースでは、ある記者

が「僕は３０年前にこのことを書いた。」ということを言っていまし

た。「３０年前にこういうことが起きたのに、教育問題は何ら変わって

いないではないか。」というお話に、バケツで頭から氷水をかけられた
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ような思いがいたしました。「３０年前に同じことが起きているのに、

教育委員会等の方は３０年間何をやってこられたんだ。」というコメン

トを出されたゲストコメンテーターがおられましたが、大和市はこうい

う施設をつくって少しでも子どもたちに目を向けていければと思いま

す。その中で、この建物をつくったからよいなんていう考えが、私たち

の中に少しでも生まれることがないよう、小さい問題が山ほどある中

で、たまたま大きな問題につながっていないだけのことだということを

お互いに再認識していきたいと思います。そうでなければ、せっかく施

設をつくっても、何だったのかということになります。この施設をつく

った背景に何があって、何がどう変わったのかということをこれから検

証していかないと、砂上の楼閣に終わって虚しさだけが残りますので、

意識改革というようなものをしっかりと考えていきたいと思います。こ

れは職員だけの話ではなくて、教育委員も含めての話だと思います。

「教育委員会は何をやっているのか。」ということを言われました。

「何も改革されていないのか。あなたたちは子どもの叫びを何も聞いて

はいないのか。」ということを言われました。おっしゃるとおりだと思

いました。しかしながら、そうでない部分として、一生懸命に行ってい

る部分や、これができたということも、折に触れてＰＲしていかければ

という感じがいたしました。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

○森 園 

 委 員 

  議案第２号の２ページでございますが、第８条に「必要な事項は教育

長が別に定める。」とあります。必要な事項ということに関して、これ

から起こって必要になることという意味で、この条文を設けたというこ

とでしょうか。 

○山 崎 

 教育部長 

  ここでは、細かな運営に関することについてはという意味で規定して

るものとなります。 

○森 園 

 委 員 

  運営ということで捉えてよろしいですね。 

○山 崎 

 教育部長 

  はい。大きな事柄が起きて、規則の第１条から第７条までに関するこ

とを見直さなければいけないようなことがあれば、必要な手続きを行う

ことになります。 

○森 園 

 委 員 

  わかりました。 

新たに条文を入れなくてはいけないというようなことが起こった場

合、教育長が定めるということでは足りないのではないのかと思っての

発言でした。 
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○小 松 

 委 員 

  この議案としては、特別支援教育センターについての規則などという

ことで、これでよろしいかと思います。 

 センターが設立されるにあたって、何回も言ってきていることですけ

れども、４月にスタートいたしますので、最後にもう１度言わせていた

だきます。 

 センターに通う子どもたちだけではなくて、どの子どもにも関するこ

となんですけれども、つなぐということは大事なことです。例えば、不

登校のお子さん、特別支援教室に通うお子さんについても大事なことで

す。学校というのはどうしても担任が１年ごとに変わっていきます。そ

れは支援級に限らず、通常級でもそうですし、どこでもあることですの

で、それ自体は別に悪いことだとは思っていません。その子どもの特性

をどのように次につなげていくかということが大事だと思います。それ

は支援級の子どもだけではなくて、どの子についても同じです。その中

で、環境の変化についていくことが難しい支援級の子どもたちについて

は、特に注視していかなければいけないと思います。人が変わってしま

うことや場所が変わってしまうことについて問題を抱えているお子さん

が多くいらっしゃいます。しかし、人は変わっていく、学校内で教室も

変わっていく、そういったときに、そのお子さんがどういうお子さんな

のかということを次につなげていくということが一番大事になってくる

と思います。 

 今も特別支援級にて、かけはしというファイルは配付しているのでし

ょうか。 

○板 坂 

指導室長 

  はい。 

○小 松 

 委 員 

  支援の必要な子どもたちにとって、そのファイルは、誰が見ても、次

に担任になった教員が見ても、すぐにわかるものでなければいけないと

思います。しかし、全ての学校がとは言いませんが、現状、お子さんに

対しての目標はこうで、結果はこうでしたというような内容しか作成さ

れていません。そうではなくて、一番大事なのは手立てと指導方法だと

思います。例えば、服をたたんで籠に入れるという目標を立てたとき

に、どういう手立てをとったのかというと、手本を見せて毎回練習す

る、たたみ方がちゃんとできたかを確認する、たためていないときには

言葉をかけるということがあり、これがその子に対しての手立てとなり

ます。たたむことに関しては言葉がけが必要だけれども、自分の服を籠

に入れることはできるようになった。これは結果です。大事なところ

は、手立てと指導方法です。これが抜けているので、例えば担任が変わ
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ったときに、新しい担任が１からやり直さなければいけません。また、

子どもたちも新しい担任に対して、どういう教員なんだろうというよう

なところを１からスタートしなければいけません。それでは伸びていか

ないと思います。子どもだけのためではなく、教員のためにも、この手

だてと指導方法というところは、しっかりと形に残すようにしていただ

きたいと思います。例えば、靴、椅子、トイレ、水飲みなどの日常生活

で必要とする単語を話せるようになるという指導目標について、評価と

課題に、単語の理解は進んでいないということだけが残されていたので

は、どうして進まなかったのかということが全くわかりません。また、

進んでいないということに対して、どういう手立てを打てばいいかとい

うことが残されていればよいのですけれども、継続して練習が必要です

というような言葉しか書かれていないようでは、全くわりませんので、

ぜひその過程を大事にしていただきたいと思います。これは支援を必要

としている子どもだけでなくて、不登校のお子さん、いじめを受けてい

るお子さんについても同じだと思います。不登校のお子さんがどういう

問題を抱えていて、どういう手立てを打っているということが残されて

いれば、人が変わったときに、誰が見てもわかるという形になっていく

と思います。教員の業務が忙しい中、大変ということであれば、管理と

いう点では個人情報ということもあるかとは思いますが、例えばパソコ

ンを見ればすぐにわかるというようなシステムが構築されていけば、あ

えて別の時間に新たにつくらなければいけないというような部分は省け

ると思います。これがつないでいくということの１つだと思います。ぜ

ひつないでいっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委 員 

  特別支援教育センターのコンセプトとして、切れ目のない支援という

ことを掲げたではありませんか。美辞麗句を並べることは簡単ですが、

青少年相談室があり、特別支援教育センターがあり、この施設にはどう

いう特色があって、他の機関とはどこが違うということをはっきり市

民、保護者に伝えていくことが大事なのではないかと思います。 

 センターの基本的な部分についての説明をうかがいましたが、確かに

必要なことであり、難しいことだと思いますが、実はそんなに難しいこ

とではないような気もいたします。難しいことを敢えて易しくするとい

うことが仕事ができるということでして、難しいことを難しく考えると

いうのでは仕事ができないということかと思いますので、せっかくこう

いうシステムができ上がり、「つなげる」「切れ目のない」ということ

を謳ってきましたので、ここがどういう特色を持って、どういうことが
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できるところという区分分けをしていただきたいと思います。そうやっ

てまた分けてしまうと、そこから外れたものはどうなるのかということ

になりますので、小松委員がおっしゃったように、つなげていくという

ことが大事になってくるものと思います。紙１枚、あるいは数行でその

子のことをわかるようにして、そのことについて検証していくというこ

とがないと、この問題は残念ながらぶつ切れになってしまうかと思いま

す。 

 私たちはベルトコンベアの上に乗った商品に、ビスを何十個つけたら

から完成、３つ足りなかったから欠品という論理で行っていくわけでは

ありません。生きた人間を少しでも温かい方向に、また、私たちが未来

を託す子どもたちに少しでも自分たちの能力を発揮できるような場所

に、送り出さなければいけないということです。このときに、大きいこ

とをするとか、有名になるとか、そういったことは置いておかせていた

だき、基本的な生活ができる子どもたちにして送り出させていただくと

いうことが、私たちが今ここに座っている使命だと思っております。

「切れ目のない」ということを謳ってきましたので、ぜひこれを機会

に、各機関に特色がある中、機関と機関を貫き通す一本の棒のようなも

のをつくっていきたいということを思いました。 

よろしくお願いいたします。 

○森 園 

 委 員 

  特別支援教育センターの条例施行規則についての検討かと思います

が、おっしゃったことはそのとおりで、全体で見たときの各論という部

分で捉えられると思います。そのようなことが組み込まれるような内容

として、例えば教職員の研修の部分があるものと思います。この内容プ

ラス今のような声の反映というものを１つ条文として入れるならどこだ

ろうというようなことを思っておりました。 

○前 田 

 委 員   

  特別支援教育センターというものは、とてもよいものだと思っており

ます。４月から始まるわけですから、何人ぐらいのお子さんが通うの

か、それに対し指導主事は何人ぐらい必要なのかとかいうことはもうわ

かっているのではないかと思いますが、年度の途中でセンターに通うお

子さんが増えた場合、当初配置していた指導主事が対応し切れなくなっ

た、手が回らなくなったということがないような形をとっていただきた

いと思っております。 

○柿 本 

 教育長 

  ご意見ありがとうございました。 

 いただいたご意見を大事にしながら４月のセンター開設を目指したい

と思います。 

 また、かけはしについてもご意見をいただきました。センターの機能
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の中に研修の機能がございます。そうした細かなところを大事にしてい

くことが、一人ひとりの子どもたちを大事にしていくことになるものと

思いますので、委員の皆様からいただいたご意見を大事にしながら取り

組んでまいりたいと思います。 

 本件につきましてはよろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第２号、第３号、第４号、第５号、第６号及び第７号

について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第２号、第３号、第４号、第５号、第６

号及び第７号は可決いたしました。 

 続いて、日程第７（議案第８号）「大和市学校教育基本計画につい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。竹中教育研究所長。 

○竹 中 

 教 育 

 研究所長 

  議案第８号、大和市学校教育基本計画の策定につきましてご審議願い

たく、提案するものでございます。 

 表紙はただいま策定中でございます。表紙には、前教育委員の石川先生

に文字を書いていただき、使わせていただけたらというように考えている

ところでございます。本計画は、一章から三章までの構成となっておりま

す。第一章は計画の策定について、第二章は計画全体の内容及び重点施

策、第三章は基本目標の実現に向けた施策の方向を説明しているものでご

ざいます。 

 第一章につきましては、骨子案からの変更部分は特にございません。概

要について説明させていただきます。 

 ２ページ目、はじめにといたしまして、現代社会を背景として、未来を

歩んでいく子どもたちへの大和市教育委員会の願いと、本計画の策定につ

いてを書いております。 

 ３ページ目、２計画の位置付けでございます。計画の位置付けといたし

ましては、健康都市やまと ＭＡＮＡＢＩ計画とともに、教育振興基本計

画を担う計画となっていることを説明しております。また、教育大綱の方

針に沿うとともに、健康都市やまと総合計画の個別計画としても位置付け

られているということを図として表現しております。 

 ３計画の構成でございます。計画の構成につきましては、表にあります

ように、三層構造としております。１０年の基本構想、５年２期の基本計

画、２年または３年となる４期の実施計画となってございます。 
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 ４進行管理と評価でございます。進行管理と評価につきましては、現状

と同じように行ってまいりたいと考えております。成果を計る指標につい

て精査を行いまして、よりきちんと現状把握ができるように設定しまし

た。また、数値化した指標で評価することに適さない面もあることから、

状況説明を含め、総体的に評価してまいります旨を記載しております。 

５ページ目から第二章となります。 

６ページ目、１基本構想（２０１９年度～２０２８年度）でございま

す。１０年間の基本構想となります。基本構想は、基本理念と４つの視点

で構成しております。４つの視点につきましては、昨年度と今年度に行い

ました教育フォーラムにおいてご意見をいただいた中で決めたものでござ

います。基本理念を、「未来を切り拓いて生きていく力を育む学校教育」

とし、予測が困難な時代を生きていく子どもたちに必要な力をつける責務

を表現しております。中央の図は、基本理念を達成するために、子ども、

学校、家庭、地域、そして教育委員会がそれぞれどのような関係性である

ことが望ましいのかを表したものとなっております。骨子案のご説明をさ

せていただいた際に、図中の地域の表し方がわかりづらいというご指摘を

いただきましたので、矢印等のつけ方を変更させていただいております。 

 ７ページ目、基本理念を具現化するための４つの視点でございます。現

行の計画では、子ども、学校、家庭、地域という４つをイメージして基本

目標を設定しておりますが、新しい計画では、子どもを中心に考え、子ど

もに身につけてほしい４つの力として、確かな学力、豊かな感性、健康な

心身、共に生きる社会性を視点として掲げました。第三章に詳しい説明が

ございます。 

 ８ページ目、２基本計画（２０１９年度～２０２３年度）でございま

す。５年間の基本計画となりまして、基本理念を実現するために基本目標

と施策の方向を示しています。 

 中央の図につきましては、子どもを中心につけたい力を配置したイメー

ジ図になります。 

 ９ページ目、基本理念を実現するために、５年間の基本目標を設定いた

しました。基本目標１、子ども一人ひとりの学びを保障し、確かな学力を

育てます。基本目標２、様々な体験を通し、豊かな感性を育みます。基本

目標３、安全安心な環境を整え、健康な心身を育てます。基本目標４、多

様性を尊重し、他者と共に生きる社会性を育てます。図は、木が育つこと

をイメージしております。大地の部分が、教育委員会が実施する施策とな

り、幹をイメージした４つの基本目標がたくましく育ち、枝葉となり、大

きく咲く基本理念が広がり育つことを表しております。 
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 １０ページ目、こちらは、基本目標と目標を支える施策の方向を体系的

に示したものです。基本目標１に５つ、基本目標２に３つ、基本目標３に

４つ、基本目標４に４つの施策の方向を考えました。内容につきましては

第三章にてご説明いたします。 

 １１ページ目、教育委員会が進める施策の中で、より積極的に力点を置

く施策を重点施策として位置付けます。 

 現行計画では２つの重点施策を設定しておりますが、次期計画では４つ

の重点施策を設定するようにいたしました。１つ目、読書活動を通した学

びの広がりです。現行計画で、読書活動の推進としていたものを引き継

ぎ、さらに学習活動へも積極的に広げていく取組を推進しますという旨を

記載しております。２つ目、新しい時代を切り拓くための教育です。今日

的な課題に対応するため、必要な新しい力についての知識を蓄えることが

重要となってきております。そのために、研修・研究授業にさらに力を注

いでいく旨記載しております。３つ目、支援を必要とする子どもに寄り添

う教育です。障がいのある子ども、外国につながりのある子ども、学習の

苦手な子どもなど、一人ひとりの子どもに寄り添う支援教育を学校や関係

機関と連携して推進してまいります旨を記載しております。４つ目、不登

校やいじめのない学校づくりです。現行計画で、不登校やいじめ問題の解

消としていたものを引き継ぎ、子どもたちの居場所となれる学校づくりを

推進してまいります。 

 １３ページ目、実施計画（２０１９年度～２０２０年度）についてでご

ざいます。実施計画は、基本目標を実現するための具体的な取組を示した

ものとなります。今回は資料としてございませんが、教育部各課の事務事

業の２年間分を載せたものとなります。 

 １５ページ目から第三章となります。 

１６ページ目、基本目標１、子ども一人ひとりの学びを保障し、確かな

学力を育てます。施策に向けた考え方としましては、前段で、社会の現状

の課題を受け、大和市として取り組んできた子どもたちへ身につけさせた

い力を育む施策の推進について示しております。後段で、これらの成果を

踏まえた上で、これからの新しい学力観に照らした学びの質的な改善を進

めていくことを示しております。 

 施策の方向１－１、基礎的・基本的な知識及び技能の習得と活用を重視

した教育を推進します。この施策の方向は、学力の基礎・基本を大切にす

る大和市教育委員会の方向性を示しております。 

 １７ページ目、施策の方向１－２、「主体的・対話的で深い学び」の視

点から学習過程を改善し、質の高い学びを実現する取組みを推進します。
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この施策の方向は、基礎・基本の上に積み重ねる質の高い学びと、それを

確かなものとするための授業の改善について示しております。 

 施策の方向１－３、学習に対して困難をかかえる子どもに適した教育を

推進します。この施策の方向は、一人ひとりに寄り添い、個々の子どもた

ちの特性に合った教育をソフト面、ハード面の両方で進めていくことを示

しております。 

 １８ページ目、施策の方向１－４、今日的な教育課題に対応した授業に

向けて研究・研修を深めます。この施策の方向は、変化の激しい社会の中

で、子どもたちへ育むべき力も変化していることから、それらに対応する

ために教職員への研修等を充実させていくことを示しております。 

 施策の方向１－５、学びを支える教育環境整備を進めます。この施策の

方向は、子どもの教育環境に関しまして、子どもが安心して教育を受けら

れるように、特に経済的な理由で不利益を被らないように支援していくこ

とを示しております。 

 １９ページ目、基本目標１の実現に向けた、成果を計る主な指標でござ

います。指標については、基本目標ごとに示しております。学識経験者の

横浜国立大学の加藤教授からご助言をいただきまして、重点施策に係るも

のにつきましては、複数の指標を立てることにより進行管理に役立てられ

るように工夫をいたしました。細かい説明につきましては、設定理由に記

載してございますので、ご確認いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 ２０ページ目、基本目標２、様々な体験を通し、豊かな感性を育みま

す。施策に向けた考え方といたしましては、前段で、直接人とかかわるこ

とや自然に接することの大切さについて、中段で、感性を育てることの重

要性について、後段で、感動体験などの共有による表現力や想像力の育成

について示しております。 

 施策の方向２－１、想像力を豊かにする読書活動を推進します。この施

策の方向は、現行計画から引き続き、読書活動の推進について、読書の大

切さと蔵書の充実を目指すことを示しております。 

 ２１ページ目、施策の方向２－２、感受性を育て、表現する力を養う教

育を推進します。この施策の方向は、日々の人との関わりや芸術分野の授

業、また、給食の時間などを通しまして、子どもの感じる心を育てるとと

もに、その気持ちを表現できる力を育むことを示しております。 

 施策の方向２－３、様々な体験学習の機会を提供します。この施策の方

向は、子どもにとって大切な体験学習の機会を提供することと、キャリア

教育について示しております。 
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 ２２ページ目、基本目標２の実現に向けた、成果を計る主な指標でござ

います。 

 ２３ページ目、基本目標３、安全安心な環境を整え、健康な心身を育て

ます。施策に向けた考え方といたしまして、前段では、健やかな体とは、

心と体の健康が大切であること、また、現代には新たな課題があることを

示してございます。中段では、正しい生活習慣、疾病予防について、後段

では、災害や犯罪等に対応した安全教育の推進について示しております。 

 施策の方向３－１、心身ともに健康に生活を送るための、健康教育を推

進します。この施策の方向は、運動や規則正しい生活習慣などの学習、体

の健康と心の健康のための相談体制の整備等について、また、子どもの健

康管理のため、健康診断の実施等について示しております。 

 ２４ページ目、施策の方向３－２でございます。健康な心身のための、

食育を推進します。この施策の方向は、給食等を通し、正しい食習慣ため

の食育を推進していくことを示しております。 

 施策の方向３－３、命を守る、安全教育を推進します。この施策の方向

は、災害や犯罪、事故等、子どもたちの身近にあるさまざまな危険から自

分の命を守るための安全教育についてと、地域と協力した安全対策につい

て示しております。 

 施策の方向３－４、安全安心で、子どもが落ち着いて学べる学校の環境

づくりを進めます。この施策の方向は、子どもたちの通う学校施設の安全

な環境づくりについて、快適な環境、防災・防犯の面から示しておりま

す。 

 ２５ページ目、基本目標３の実現に向けた、成果を計る主な指標でござ

います。 

 ２６ページ目、基本目標４、多様性を尊重し、他者と共に生きる社会性

を育てます。施策に向けた考え方といたしまして、第１段落では、多くの

人が生活をする学校では、お互いの多様性を認め、尊重し合う社会性が必

要であるということを示しております。第２段落では、いじめについて、

道徳科を通した子どもが身につける必要がある力について、第３段落で

は、不登校について、その解消に向けた個々への支援について示しており

ます。第４段落では、いじめ・不登校について、組織的に学校と関係機

関、教育委員会が連携して未然防止と早期発見・早期対応に取り組むこと

を示しております。 

 施策の方向４－１、いじめのない学校生活に向けた取組みを進めます。

この施策の方向は、学校が安心して学ぶことができる居場所となるよう、

お互いを認め合える集団づくりについてと、いじめは許さないことだとい
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う意識を育み、未然防止と早期発見・早期解消に努めることを示しており

ます。 

 ２７ページ目、施策の方向４－２、不登校のない、誰もが通いたくなる

学校づくりを進めます。この施策の方向は、不登校の子どもに対して、担

任を中心に学校内組織と学校へ配置されている専門職、また、学校外の機

関が連携して支援を行うこと等、個々の相談者に寄り添った相談体制をと

り、早期対応・早期解決を支援することを示しております。 

 施策の方向４－３で、社会性を育む道徳教育を推進します。この施策の

方向は、新しく教科化された道徳教育を中心に、よりよい社会のあり方や

人権意識の涵養を図る人権教育を含む道徳教育の推進について示しており

ます。 

 施策の方向４－４、社会に開かれた学校教育を推進します。この施策の

方向は、新しい学習指導要領で示されました社会に開かれた教育課程にも

通じるものとして、子どもが地域に出て社会を学ぶとともに、地域の役に

立つ経験をすることと、地域の力を逆に学校の中に生かすことで子どもの

学びを豊かにする仕組みづくりを推進することを示しております。 

２８ページ目、基本目標４の実現に向けた、成果を計る主な指標を示し

ております。 

 以上で説明を終わります。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○前 田 

 委 員   

  ４ページ目について、施策を実施する場合、目標は必要だと思います

けれども、成果指標だけはなく、その他の状況説明を加え、総体的に行

っていくということは大事だと思いますので、目標値だけに捉われない

で行ってほしいと思います。 

 １１ページ目について、新しい時代を切り拓くための教育ということ

ですが、これも大事になってくるものと思います。放課後寺子屋プログ

ラミング教室とありますけれども、具体的にどのようなものなのか教え

ていただきたいと思います。 

 １９ページ目について、施策の方向１－３は、重点施策（３）支援を

必要とする子どもへ寄り添う教育にあたるものと思いますので、重点施

策と記載した方がよいと思います。 

 以上です。 

○竹 中 

 教 育 

 研究所長 

  １点目の評価につきましては、総体的に評価するということは、現在

も心がけておりますけれども、数値だけに引っ張られないよう、しっか

りと進行管理をしてまいりたいと考えております。 
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 ２点目の放課後寺子屋プログラミング教室につきましては、学校のＰ

Ｃ教室をお借りしまして、学校の教員に負担をかけないよう、生徒の募

集や管理も含めて、ＩＣＴ支援員が講師として行います。興味のある子

に参加してもらって、各小中学校で、来年度は月１回、再来年度からは

月２回程度行ってまいりたいと考えております。さまざまな家庭環境の

中で、すぐに触れる子、触れない子など、いろいろとあるかと思います

ので、プログラミングについてもこのような場を提供していこうとする

施策でございます。 

 ３点目につきましては、ご指摘のとおりでございます。記載の追加を

させていただきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。 

○森 園 

 委 員 

  ７ページ目について、共に生きる社会性を育てるということは、生き

る力としてとてもよいのですけれど、共に生きる力としての社会性を育

てるというより、「生きる力を」というように具体的にしたほうがわか

りやすいのではないかと思いました。 

 ９ページ目について、基本目標１では「子ども一人ひとりの学びを保

障し」というように、具体的に「子ども一人ひとり」とありますので、

基本目標２は「様々な体験を通し」というよりは、「触れ合いを通し」

としたほうがわかりやすいのではないかと思いました。基本目標３の

「安全安心な環境を整え」ということは、わかりやすくてよいと思いま

す。また、基本目標４の「多様性を尊重し、」については、今回のキー

ワードとして、「一人ひとり」ということが出ていますので、「一人ひ

とりの多様性を尊重し」としたほうがよいのではないかと思いました。 

 ２１ページ目について、「様々な体験学習の機会を提供します」の部

分では、「キャンプや修学旅行等を通し豊かな自然や」とあります。学

校訪問をする中で、いろいろな都合で遠足が中止となったことをお聞き

しました。遠足に行くことも学びとなると思いますので、ぜひ遠足は行

っていただきたいと思いますので、「キャンプや修学旅行」の前に「遠

足」ということも入れていただくとよろしいかと思いました。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ご意見をいただいた文言について、いかがですか。 

○竹 中 

 教 育 

 研究所長 

  策定に係る検討会議で検討させていただいた上でと思います。また、

その折には教育委員の皆様にもお話をさせていただくことになると思い

ます。大変貴重なご意見いただき、ありがとうございます。 

○小 松 

 委 員 

  １９ページ目について、指標の内容に「図書館を使った調べる学習コ

ンクール」の応募数ということがありますけれども、対話的という部分
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は、どのような施策をうっているのか見えてこないように思います。主

体的な部分として、子どもたちが自ら学びというようなことが出てきて

います。草柳小学校の研究発表の中でも、主体的に学んで、それをどの

ように人に伝えていくかということの重要性について、教員からお話が

出ていましたので、そういった部分についてどのような形で施策をうっ

ていくのかというところが、これからの課題になってくるかと思いま

す。また、教員の研修に関して、「研究・研修を深めます」ということ

について目指す目標が書かれています。学校訪問をしていた中で、研

修、講演などの時期について、忙しいので参加できないというような話

もありました。教員の研修は、大事なことと思いますので、目標値にあ

るとおり１００％を目指していただきたいと思います。研修を開催する

時期については、検討していただけると、教員もより参加できるように

なっていくかと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 このことについて、何かありますか。 

○竹 中 

 教 育 

 研究所長 

  ご指摘ありがとうございます。 

 対話的という部分につきましては、ご指摘のとおり指標では読みづら

く、どう数値化していくかということについては議論いたしました。授

業で発言した回数というわけにもいきませんので、ここでは授業の質の

改善を謳っております。今までの授業とどのくらい変わってきているか

という部分として、対話的なものが含まれ、初めて質が変わってきたと

言えるものになりますので、総体的に判断する部分にて、反映させてい

ただけたらと考えております。研修につきまして指標にありますのは、

教育研究所主催のものになっており、夏休みにお盆の時期を外して開催

しております。それでも教員は忙しいということから、参加者数は、多

くて１００名弱、少なければ２０名程度ということもございますので、

できるだけ要望は聞きながら進めてまいりたいと考えております。 

○青 蔭 

 委 員 

  短・中・長期にわたって、この計画が速やかに遂行できるようにと思

います。未来への歩みの「案」をお取りいただきまして、これでお進め

いただければと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第８号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 
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 異議なしということで、議案第８号は可決いたしました。 

 続いて、日程第８（議案第９号）「健康都市やまと ＭＡＮＡＢＩ計

画（大和市生涯学習推進計画）について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。前嶋図書・学び交流課長。 

○前 嶋 

 図書・ 

 学 び 

 交流課長 

  健康都市やまと ＭＡＮＡＢＩ計画（大和市生涯学習推進計画）の策定

にあたり、大和市社会教育委員会議より答申を受けましたので、ご審議を

願いたく、ご提案するものでございます。 

 １月２４日の１月教育委員会定例会におきまして、計画案につきまして

ご審議いただき、１月２８日の社会教育委員会議に諮問をさせていただき

ました。同日の社会教育委員会議で内容をご説明させていただき、社会教

育委員会議の議論の中で、施設の整備が充実してきたのでソフト面の充実

を求める声や、コミュニティセンターとの連携を深めたらどうかというこ

と、健康都市大学やシリウスへの期待などのご意見をいただいたところで

ございますが、本計画案の内容につきましては、１月定例会でお諮りした

内容で適当だろうということの議決をいただき、１月２８日付で社会教育

委員会議より教育委員会へ答申を受けたものでございます。 

 つきましては、１月定例会でご説明いたしました案のとおり計画を策定

いたしたく、ご審議いただくものでございます。 

よろしくお願いしたいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 内容につきましては、１月にご審議いただいておりまして、社会教育

委員会議においても、これで了承ということでございます。 

○青 蔭 

 委 員 

  案をとっていただいて結構だと思います。 

○柿 本 

 教育長 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第９号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第９号は可決いたしました。 

 続いて、日程第９（議案１０号）「第２期大和市スポーツ推進計画に

係る意見聴取について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  第２期大和市スポーツ推進計画に係る意見聴取について、スポーツ基本

法第１０条第２項の規定によりご審議いただきたく、提案するものでござ

います。 
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 大和市スポーツ推進計画につきましては、現行の計画が平成３０年度を

もって終了するため、平成３１年度から５年間を計画期間とした第二次計

画の策定を進めております。当該計画の策定にあたりまして、スポーツ基

本法第１０条第２項の規定により、市長より教育委員会へ意見聴取がござ

いました。 

 スポーツ推進計画につきましては、国の第２期スポーツ基本計画との整

合性を図るとともに、本計画の上位計画にあたります次期大和市総合計画

に掲げる健康都市やまとの実現に向けた個別計画として寄与するため、ス

ポーツの側面から健康につながる施策とあわせて、全庁的に連携したスポ

ーツ施策を集約するものでございます。 

 ２８ページ目、第２期大和市スポーツ推進計画では、「～スポーツで輝

く 健康都市やまと～」を基本理念とし、「健康都市やまと」の実現に向

け、スポーツの持っている力を最大限に引き出すことにより、市民一人ひ

とりの人生がスポーツを通じて健康であり、幸福であり、明るく光り輝く

豊かなものとなり、また、スポーツの推進により、市民一人ひとりが健康

的で文化的に暮らすことができる、豊かな心と感動が広がる、光り輝くま

ちを目指すものでございます。そして、本計画では、スポーツの推進に当

たり、４つの視点、「する」「みる」「ささえる」「つながる」領域を設

定し、その実現に向けた基本的な考え方や施策を位置づけ、市民・事業

者・スポーツ団体・行政が一体となってスポーツ活動の推進を図る取り組

みを行ってまいります。 

 ２９ページから３０ページにかけまして、基本目標がございます。 

 （１）「する」スポーツに対応する基本目標としましては、だれもがス

ポーツに親しめる環境づくり。（２）「みる」スポーツに対応する基本目

標としましては、スポーツへの関心を高める機会づくり。（３）「ささえ

る」スポーツに対応する基本目標としましては、市民が主体となりスポー

ツを支えるしくみづくり。（４）「つながる」スポーツに対応する基本目

標としましては、市民とスポーツをつなぎ、健康へと導くしくみづくりと

いう４つの基本目標を掲げております。これまでのスポーツ施策「する」

「みる」「ささえる」に、「つながる」という視点を追加いたしまして、

組織を横断して、健康施策や地域、多世代につながる取り組みを集約した

計画となってございます。 

 計画の概要は以上となります。 

 次に、平成３１年１月３１日に市長から意見聴取がございましたことに

対する、教育委員会の回答案をご説明いたします。 

 第２期大和市スポーツ推進計画策定に係る意見聴取について（回答）。 
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 スポーツ基本法第１０条第２項の規定に基づき意見聴取された上記の件

について、特段の意見はありませんとさせていただいております。 

 以上でご説明を終了いたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明は終わりました。 

 ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  案をとっていただいて結構だと思いますので、このとおり回答してい

ただいてよろしいかと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかによろしいですか。 

 ほかにご意見等ないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第１０号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第１０号は可決いたしました。 

 続いて、日程第１０（議案第１１号）「平成３０年度大和市教育費補

正予算案について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  平成３０年度大和市教育費補正予算案に関する地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出につきましてご審

議願いたく、ご提案するものでございます。 

 歳出についての補正予算となります。 

 教育総務費につきまして、補正前の予算額は１５億４，３７６万  

６，０００円でございます。補正額は、１，１９７万７，０００円の減額

となりまして、補正後の予算額は１５億３，１７８万９，０００円となる

ものでございます。内訳につきましては、教育研究費のうちの教育ネット

ワーク運用管理事業について、１，１９７万７，０００円の減額補正とな

っており、補正後の予算額につきましては７，０６６万３，０００円とな

ります。こちらは、事業費確定に伴う減額補正でございまして、業務委託

費等の入札における落札残による額でございます。 

 次に、小学校費につきまして、補正前の予算額は１７億２，０５３万

９，０００円、補正額は３５７万円の減額となりまして、補正後の予算額

は１７億１，６９６万９，０００円でございます。内訳につきましては、

２つございます。１つ目、学校管理費のうちの小学校施設維持管理事業で

ございます。補正額は１，５７８万４，０００円の増額、補正後の予算額

は４億２，８０４万９，０００円となります。こちらは、夏の猛暑の影響

により、空調機器の使用が増加したことによる光熱水費の増額の補正とな

ります。２つ目、学校建設費のうちの小学校大規模改修事業でございま
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す。補正額は１，９３５万４，０００円の減額、補正後の予算額は１億

８，８６９万１，０００円となります。こちらは、工事が完了し、事業費

が確定したことによる減額補正となります。 

 最後に、中学校費につきまして、補正前の予算額は１０億１，０２４万

円、補正額は３０７万４，０００円の増額、補正後の予算額は１０億 

１，３３１万４，０００円となります。内訳につきましては、学校管理費

のうちの中学校施設維持管理事業でございます。補正額は３０７万  

４，０００円の増額、補正後の予算額は２億３，４８９万３，０００円と

なります。こちらも、夏の猛暑の影響により、空調機器の使用が増加した

ことによる光熱水費の増額補正でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 ご意見がないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第１１号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第１１号は可決いたしました。 

 続いて、日程第１１（議案第１２号）「平成３１年度大和市教育費当

初予算案について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  平成３１年度大和市教育費予算案に関する地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出についてご審議いただ

きたく、ご提案するものでございます。 

 １ページ目、（１）平成３１年度一般会計当初予算総括表でございま

す。一般会計につきましては、平成３１年度の当初予算額は７７４億   

４，０００万円となっており、前年度予算額７７１億円と比べ、３億

４，０００万円ほど増加しております。対前年度伸び率は０．４４％と

なっております。そのうち教育費の予算につきましては、平成３１年度

の当初予算額は８８億６，１１２万４，０００円となっており、前年度

予算額７２億８，３４８万６，０００円と比べ、１５億７，７６３万

８，０００円ほど増加しております。対前年度伸び率は２１．６６％で

ございます。円グラフにつきましては、一般会計に占めます教育費の割

合でございまして、１１．４４％となっております。 

 （２）一般会計と教育費の推移でございます。一般会計の伸びにつき

ましては、０．４４％の増加となっております。教育費につきまして
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は、伸び率２１．６６％ということで、平成３０年度と３１年度を比べ

ますと右肩上がりとなっております。 

 ２ページ目から１１ページ目までは歳出、１２ページ目から１４ペー

ジ目までは歳入、１５ページ目は債務負担行為、１６ページ目は継続費

となります。 

 ２ページ目、（３）当初予算額の推移、１０款教育費でございます。

平成３１年度の当初予算額は８８億６，１１２万４，０００円、前年度

と比べ、１５億７，７６３万８，０００円の増額でございます。 

 主な事業について説明させていただきます。 

 １項教育総務費につきましては、平成３１年度の当初予算額は１５億

３，２１５万９，０００円、前年度と比べて３，０９８万９，０００円

の増額となっております。主に職員給与費となる２目事務局費が前年度

と比べて２，１８８万７，０００円の増額、また、３目教育研究費が前

年度と比べて５，４７３万円の減額、４目教育指導費が、前年度と比べ

て６，３７９万４，０００円の増額となっております。 

 主なものについて、説明させていただきます。 

 ３目教育研究費につきましては、教育ネットワーク運用管理事業が予

算額４，２３５万８，０００円で、４，０２８万２，０００円の減額と

なっております。この事業は、教育ネットワークシステムの保守管理委

託及び機器のリース料、校務支援システムの運用、管理、ＩＴ資産管理

システムの運用管理等でございますが、平成３０年度はネットワークの

構築委託がございましたが、３１年度はその委託がございませんので、

その分減少しております。 

 ４目教育指導費でございます。外国人児童生徒教育推進事業につきま

しては、予算額２，０１７万７，０００円となっております。小中学校

へ日本語指導員及び外国人児童生徒、教育相談員の派遣や、日本語教育

アドバイザー１人を配置し、小学校入学前に、入学に向けての初期指導

となりますプレクラスを実施、国際教室未設置校が小学校８校、中学校

２校ございますが、そちらに日本語指導巡回教員１名を配置するもので

ございます。また、外国人児童生徒コーディネーター１名の配置もして

おります。支援体制の強化に伴い相談件数が増加したことに伴い、報酬

が増加したことによる事業費の増額となっております。英語教育推進事

業につきましては、予算額４，０３４万５，０００円、前年度と比べて

４，７４５万９，０００円の減額でございます。英語指導助手、外国語

活動指導助手の人件費として、年間で小学校５・６年生は３５時間、

３・４年生は１７時間、１・２年生は５時間、特別支援級は２時間程度
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を確保しているものでございます。また、平成３０年度までは英語教育

推進のための事業委託がございましたが、３１年度はなくなったことに

より、減額となっております。特別支援教育推進事業につきましては、 

予算額１億３７６万円５，０００円、前年度と比べて３４１万   

８，０００円の増額となっております。特別支援教育ヘルパー８７人、

スクールアシスタント３６人の配置や、特別支援教育センターの開設準

備の予算となります。また、医療ケアが必要な児童生徒のための看護師

派遣の予算も３名分を計上しております。いじめ等対策事業につきまし

ては、予算額２，０６１万円でございます。学級集団アセスメント（ハ

イパーＱＵテスト）の実施や、小学校９校に児童支援中核教諭の授業を

代替する非常勤講師の配置をいたします。また、匿名で報告、相談がで

きるスマートフォン用アプリケーションのＳＴＯＰｉｔを、中学校の全

生徒が使用できる環境を継続してまいります。学力向上対策推進事業に

つきましては、予算額１億４，６１６万１，０００円、前年と比べて 

３１６万２，０００円の増額となっております。「放課後寺子屋やま

と」「夏休み寺子屋」を全小学校で開催いたします。また、「中学校寺

子屋」を全中学校で開催するとともに、中学校３年生の長期休業期間中

に入試に向けた学習支援を実施いたします。３１年度は、小学校で参加

人数が多い４校につきまして、寺子屋やまとの指導員を１名ずつ増員い

たします。特別支援教育センター施設維持管理事務につきましては、新

規の事業となります。予算額は２，１６９万１，０００円でございま

す。４月にできる特別支援教育センターの施設の保守点検、清掃業務の

委託等の費用でございます。教育用コンピュータ整備事業につきまして

は、予算額３億２，５６１万１，０００円、前年度と比べて７，２４２

万６，０００円の増額となっております。市内の中学校１年生の教室、

全４７クラスにプロジェクターを整備する予算を計上しております。小

学校では電子黒板を活用した授業を行ってまいりました。電子黒板につ

きましては、教員の板書時間の短縮や、視覚に訴えることによる児童の

集中力が上がることから、授業の質の向上と効率化が図られ、児童の理

解力が高まるメリットがございます。一方、中学校では、これまで電子

黒板が導入されていませんでしたので、授業の内容やスピードに追いつ

かなくなるおそれもございます。そのため、平成３１年度に電子黒板機

能のあるプロジェクターを１年生の全クラスに整備しまして、来年度以

降、２年生から３年生へも順次整備していく予定でございます。また、

全小中学校に整備したタブレット型ＰＣ等や、教職員一人ひとりに１台

整備した校務用ＰＣの保守・管理、ＩＣＴ支援員の配置等の費用も計上
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しております。 

 ５目青少年相談費につきましては、青少年相談・街頭補導事業、不登

校児童生徒援助事業がございますが、前年とほぼ同様の予算額となって

おります。 

 ４ページ目、２項小学校費でございます。平成３１年度当初予算額は

３５億２，９９２万円、前年度と比べて１８億９３８万１，０００円の

増額となっております。小学校費につきましては、学校管理費、教育振

興費、学校建設費がございます。学校管理費につきましては、   

１，９５６万３，０００円の増額、教育振興費につきましては、  

１，８３７万９，０００円の減額、学校建設費につきましては、１８億

８１９万７，０００円の増額となっております。 

 主な事業について説明させていただきます。 

 １目学校管理費でございます。小学校施設維持管理事業につきまして

は、予算額は４億２，２８０万２，０００円、前年度と比べて   

１，０５３万７，０００円の増額となっております。学校の維持管理に

係る消耗品、光熱水費、施設補修費、委託料等でございます。平成３１

年度から供用が開始されます大和東小学校のプレハブ校舎の賃借料が増

額となります。 

 ２目教育振興費でございます。小学校学用品等就学援助事業につきま

しては、予算額は２億６９７万４，０００円、前年度と比べて９１２万

９，０００円の減額となっております。受給見込者数は２，６４９人、

前年度予算時の見込者数は２，７２３人でしたので、７４人の減少とな

っております。 

 ３目学校建設費でございます。小学校大規模改修事業につきまして

は、予算額は３億５８万１，０００円、前年度と比べて９，２５３万

６，０００円の増額となっております。インターホン設置工事、プール

サイド基礎コンクリート補強工事、体育館屋根及び照明設備改修工事、

外壁改修工事、給水設備改修工事、プール受水槽改修工事、プール塗装

改修工事でございまして、修繕の計画に基づき進めているものでござい

ます。インターホン設置工事は、新規の事業となります。小中学校の児

童生徒の安全を図る取り組みとしまして、緊急事態が発生した場合の早

急な連絡手段を確保するため、教室や特別教室と職員室に相互通話が可

能なインターホンを設置するものでございます。小学校の全１９校に対

して、７００台程度を想定しております。小学校防音設備整備事業、平

成３０年から３１年度の継続費となる大野原小学校防音設備整備事業、

平成３１から３２年度の継続費となる大野原小学校防音設備整備事業の
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３事業につきましては、主に大野原小学校の施設改修工事でございま

す。平成３０年度はプレハブ校舎を建設し、児童が移動いたします。平

成３１年度は４月から１２月までにかけて本校舎の工事を行い、その

後、プレハブ校舎から本校舎へ移動いたします。そして、３１年度から

３２年度にかけて校庭の整備を行うものでございます。予算額について

は、小学校防音設備整備事業は２億７，４７２万６，０００円、大野原

小学校防音設備整備事業の平成３０年度から３１年度の継続費は８億

１，７７６万６，０００円、３１年度から３２年度の継続費は   

３，４９４万９，０００円となります。次に、北大和小学校増築事業に

ついて、継続費も含めて説明させていただきます。北大和小学校増築事

業の予算額は４，９７５万円、継続費は１０億４，３４７万７，０００

円となっております。北大和小学校につきましては、平成３０年度から

工事に着手しておりまして、平成３１年度にかけて増築工事を行うもの

でございます。鉄筋コンクリート造４階建て、防音仕様で、普通教室 

１０室、特別教室４室を整備するものでございます。また、新規事業と

なります中央林間小学校増築工事につきましては、予算額は５，１４１

万９，０００円となっております。中央林間地区におきましては、ビク

ター工場跡地に大規模マンションの建設があり、平成３１年３月から入

居が開始することに伴いまして児童数も増加することが予測されるた

め、当該児童を受け入れる中央林間小学校の教室不足を解消するため、

校舎の増築併行防音工事設計の業務委託を行うものとなっております。

スケジュールにつきましては、平成３１年度に設計、平成３２年度から

３３年度にかけて工事を行いまして、３４年度から供用を開始する予定

でございます。 

 ６ページ目、３項中学校費でございます。平成３１年度の当初予算額

は６億８，３４０万円、前年度と比べて３億２，６８４万円の減額とな

っております。中学校費につきましては、学校管理費、教育振興費、学

校建設費となっております。教育振興費は３３２万８，０００円の減

額、学校建設費は３億１，８３９万７，０００円の減額となっておりま

す。 

 ２目教育振興費でございます。中学校学用品等就学援助事業につきま

しては、予算額は１億２，８２８万７，０００円、前年度と比べて  

３５４万６，０００円の減額となっております。受給見込者数は  

１，２８８人、前年度予算時の見込者数は１，３４３人でしたので、 

５５人の減少となっております。 

 ３目学校建設費でございます。中学校大規模改修事業につきまして
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は、予算額は８，５７８万９，０００円、前年度と比べて６，６８８万

１，０００円の減額となっております。インターホン設置工事につきま

しては、２項小学校費にてご説明させていただいたとおりでございま

す。こちらにつきましても、中学校全９校に設置してまいります。クラ

ス数は３５０教室を想定しております。また、引地台中学校の体育館屋

根及び照明設備改修工事を予定しております。中学校大規模改修事業に

つきましては、平成３０年度に事業件数が多く、渋谷中学校の校庭改修

事業等ございましたが、３１年度は校庭改修事業等はございませんの

で、予算は大幅に減額しております。中学校防音設備整備事業につきま

しては、予算額は４，１０５万９，０００円、前年度と比べて２億 

５，１５１万６，０００円の減額となっております。平成３１年度につ

きましては、鶴間中学校の復旧防音工事及び大規模改修工事の設計業務

委託のみとなります。３０年度につきましては、下福田中学校の工事が

ございましたことから、減額となっております。 

 ８ページ目、４項社会教育費でございます。平成３１年度の当初予算

額は１４億７，２４７万１，０００円、前年度と比べて３，９６０万

２，０００円の増額となっております。社会教育費につきましては、社

会教育総務費、青少年育成費、公民館費、図書館費、文化財保護費とな

っております。社会教育総務費は６，６３９万６，０００円の減額、青

少年育成費は１億１，６４２万５，０００円の増額、公民館費は  

５，２１２万５，０００円の減額となっております。 

 ２目青少年育成費でございます。旧青少年センター解体事業につきま

しては、予算額は１億２，４７４万３，０００円、前年度と比べて１億

１，９２８万９，０００円の増額となっております。平成３１年度は旧

青少年センターの解体工事費を計上しているものでございます。 

 ３目公民館費でございます。生涯学習センター管理運営事業につきま

しては、予算額は４億７２３万７，０００円、前年度と比べて１億 

１，７０２万円の増額となっております。指定管理者について、現在の

２館につきみ野学習センター、桜丘学習センター、渋谷学習センターを

加え、５館となることから生涯学習センターに係る管理運営経費が増額

したものでございます。 

 １０ページ目、５項保健体育費でございます。平成３１年度の予算額

は１６億４，３１７万４，０００円、前年度と比べて２，４５０万 

６，０００円の増額でございます。保健体育費につきましては、保健体

育総務費、体育施設費、学校給食管理費となっております。体育施設費

は ５，９４４万６，０００円の増額、学校給食管理費は４，３４１万 
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９，０００円の減額となっております。 

 ３目学校給食管理費でございます。北部、中部、南部学校給食共同調

理場運営事業につきましては、予算額は５億３，６１２万６，０００

円、前年度と比べて１，１７３万６，０００円の増額となっており、単

独調理校運営事業につきましては、２億３，８５０万８，０００円、前

年度と比べて１，５２４万１，０００円の増額となっております。年度

切替えによる委託費の増額等によるものでございます。学校給食施設大

規模改修事業につきましては、予算額は１，３０１万８，０００円、前

年度と比べて９，２９７万４，０００円の減額となっております。平成

３１年度は、中規模改修工事設計業務委託が南部調理場でございます。

また、桜丘小学校のグリストラップ更新工事を予定しております。平成

３０年度は更新工事等が多かったことから、前年度と比べて大きく減額

しているものでございます。 

 歳出の説明につきましては、以上となります。 

○柿 本 

 教育長 

  歳出までの説明が終わりました。ここで暫時休憩とさせていただきま

す。再開は１３時といたします。 

 暫時休憩に入ります。 

 

 （休 憩） 

 （再 開） 

 

○柿 本 

 教育長 

  再開いたします。 

 歳入からの細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  よろしくお願いいたします。 

 １２ページ目、（４）平成３１年度教育関係予算（歳入）でございま

す。 

 １５－１－６教育使用料につきましては、平成３１年度の予算額は

２，２９０万３，０００円、前年度と比べて１，５３４万８，０００円

の減額となっております。 

 １小学校使用料の予算額は１，２８４万３，０００円、主なものとし

ましては、土地使用料で、教職員の駐車場使用料が主な内容でございま

す。 

 ２中学校使用料の予算額は９３８万７，０００円、主なものとしまし

ては、小学校使用料と同様、土地使用料となっております。 

 ３社会教育使用料につきましては、予算額が５万４，０００円、前年

度と比べて１，４８１万９，０００円の減額となっております。学習セ
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ンターの使用料の減少によるものとなっております。 

 １６－１－３教育費国庫負担金でございます。平成３１年度の予算額

は２億６３２万１，０００円、前年度と比べて１億７，１０４万  

６，０００円の増額となっております。主なものとしましては、北大和

小学校増築事業での国の負担金が増額したものでございます。 

 １６－２－６教育費国庫補助金でございます。 

 １小学校費補助金につきましては、予算額は４億４，５５４万  

９，０００円、前年度と比べて３億９２６万４，０００円の増額となっ

ております。主なものとしましては、小学校防音事業補助金で、予算額

４億２，７５０万５，０００円となっております。こちらは、大野原小

学校の防音工事に伴う補助金でございます。 

 ２中学校費補助金でございます。予算額は２，５８６万３，０００

円、前年度と比べて１億８，５０１万８，０００円の減額となっており

ます。中学校防音事業補助金につきましては、予算額は１，４９８万

２，０００円でございますが、前年度と比べ１億８，５３２万円ほど減

額になっております。前年度は下福田中学校の工事があり、その補助金

が２億３０万７，０００円ございましたことによるものとなります。 

 ４学校施設環境改善交付金でございます。予算額は１億２，８１６万

９，０００円、前年度と比べて１億９８万８，０００円の増額となって

おります。主なものとしましては、小学校学校施設環境改善交付金で、

予算額１億２，７１６万９，０００円でございます。内容としまして

は、大野原小学校の工事に対する交付金で、１億１１２万７，０００円

ございます。 

 ６教育総務費補助金でございます。予算額は４１９万９，０００円、

前年度予算はゼロでございますので、皆増となっております。内容とし

ましては、教育支援体制整備事業費補助金で、歳出にて特別支援教育推

進事業の医療ケアが必要な児童に対する看護師派遣をご説明しました

が、その看護師派遣事業に対する補助金でございます。 

 １６－２－７特定防衛施設周辺整備調整交付金でございます。平成 

３１年度の予算額はゼロとなっておりまして、前年度予算の３，２００

万円が皆減となっております。前年度は南林間小学校と下福田中学校の

防球ネットの設置工事に対して交付があったものとなります。 

 １７－２－７教育費県補助金でございます。平成３１年度の予算額は 

４，１４８万４，０００円、前年度と比べて２４７万５，０００円の増

額となっております。 

 １教育総務費補助金でございます。学校支援活動推進事業補助金、土
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曜日の教育活動支援事業補助金につきましては、中学校寺子屋、小学校

夏休み寺子屋、中学校の夏休み、冬休みの寺子屋に対して支給される補

助金でございます。 

 ２小学校費補助金と３中学校費補助金につきましては、被災児童生徒

等就学支援事業費の補助金でございます。受給人員の増加及び学年の進

行に伴いまして、中学３年生ですと修学旅行費の支給分が増えますの

で、増額となっております。 

 ４社会教育費補助金でございます。放課後子ども教室推進事業補助金

につきましては、予算額は２，３２５万円で、前年度と比べて１５万

４，０００円の増額となっております。 

 ５市町村事業推進交付金でございます。主なものとして青少年行政推

進事業補助金につきましては、予算額は３９８万３，０００円、前年度

と比べて１５６万円の増額となっております。 

 １８－１－１財産貸付収入でございます。１土地建物貸付収入につき

ましては、予算額は６６６万円、前年度と比べて２１４万円の減額とな

っております。 

 １８－１－２利子及び配当金でございます。内容につきましては、積

立基金利子で、予算額は５万４，０００円、前年度と比べて１８万 

３，０００円の減額となっております。 

 １４ページ目、２２－５－１雑入でございます。平成３１年度の予算

額は１８４万８，０００円、前年度と比べて５６８万２，０００円の減

額となっております。 

 ２３－１－７教育債でございます。教育分野の借入金となります。平

成３１年度の予算額は１９億３，２７０万円、前年度と比べて１０億

６，６４０万円の増額となっております。 

１小学校債でございます。内容としましては、小学校大規模改修事業

債、大野原小学校防音設備整備事業債、北大和小学校増築事業債、小学

校防音設備整備事業債、中央林間小学校増築事業債となっております。 

 ２中学校債でございます。予算額は１億３８０万円、前年度と比べて

１億７，９８０万円の減額となっております。内容といたしましては、

中学校大規模改修事業債と中学校防音設備整備事業債となっておりま

す。 

 ３保健体育債でございます。予算額は２億５，３７０万円、前年度と

比べて１億５，０６０万円の増額となっております。主なものとしまし

ては、旧青少年センター解体事業債が１億２，３４０万円ございます。 

 歳入については、以上となります。 
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１５ページ目、（５）平成３１年度設定債務負担行為でございます。

債務負担とは、年度を超えて債務を保証するもので、校務用コンピュー

タ等再リース料ほか８事業がございます。 

 １６ページ目、（６）継続費でございます。２カ年にわたる事業の場

合、継続費という項目を設定いたします。平成３１年度は、小学校費と

しまして３件ございます。大野原小学校防音設備整備事業につきまして

は、平成３０年度から３１年度までの校舎改修工事分でございます。同

じく大野原小学校防音設備整備事業の平成３１年度から３２年度までの

事業につきましては、校庭整備工事分でございます。北大和小学校増築

事業につきましては、平成３０年度から３１年度まで工事をするもので

ございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  何も申し上げることはございません。ご説明いただいた予算を獲得な

さっていただければと思っております。 

 平成３０年に教育費予算が若干下がりましたが、平成３１年度に至り

ましては２１．６６％増えております。財政圧迫の折、この予算額をお

とりいただきまして、有効に子どもたちのために使われるよう、双方で

頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  わかりました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第１２号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第１２号は可決いたしました。 

 ここで、日程を変更し、議案を１件追加いたします。 

 日程第１２として（議案第１４号）「工事請負契約の締結について」

を追加し、（議案第１３号）「県費負担教職員の管理職人事について」

を日程第１３といたします。 

 それでは、日程第１２（議案第１４号）「工事請負契約の締結につい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

  よろしくお願いします。 

 工事請負契約の締結について、地方教育行政の組織及び運営に関する
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 課 長 法律第２９条の規定に基づく意見の申し出に関し、ご審議願いたくご提

案するものでございます。 

 市立大野原小学校の大規模復旧防音・改修工事における工事請負契約

締結についてでございます。 

 市立大野原小学校大規模復旧防音・改修工事（建築）について、次の

とおり工事請負契約を締結したいので、議決を求める。 

 １契約の方法、条件付一般競争入札。 

 ２契約相手方、平塚市四之宮一丁目８番５６号、株式会社エス・ケ

イ・ディ、代表取締役、長谷川辰巳。 

 ３契約金額、５億２，４８８万円。 

 ４工事場所、大和市上草柳七丁目４番２６号、大和市立大野原小学

校。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  何者ぐらいの業者から入札がございましたでしょうか。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  ８者からの入札がございました。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第１４号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第１４号は可決いたしました。 

 次に、日程第１３（議案第１３号）「県費負担教職員の管理職人事に

ついて」は、議事運営上の都合により、日程を変更し、その他の後に審

議することといたします。 

   

◎その他 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、その他に入ります。 

 「通学路の安全対策に係る要望とその対応状況について」。 

 土佐野学校教育課長。 

○土佐野 

 学校教育 

  よろしくお願いします。 

 通学路の安全対策にかかわる要望と、その対応状況についてご報告し
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 課 長 ます。 

 １１柳橋小学校と、１９南林間小学校につきましては、１１月、１２

月に通学路の安全対策の要望があり、今月までに回答させていただいた

ものでございます。 

 また、交通安全プログラムに則って、平成３０年度の合同点検につき

ましては、１２月に行わせていただきました。その対応結果について

は、現在、他課とまとめているところでございますので、３月定例会で

ご報告させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  質疑等ございますか。 

予定されております報告は、以上でございます。 

 事務局よりほかに何かございますか。 

 委員の皆様から何かございますか。 

 特にないようでしたら、３月の会議の日程をお知らせいたします。 

 ３月定例会は３月２７日水曜日午前１０時からを予定しております。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

 先ほど日程変更いたしました日程第１３（議案第１３号）を非公開と

すべき人事案件として審議を非公開としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、日程第１３（議案第１３号）は非公開といた

します。 

 関係者以外の退室をお願いいたします。 

 なお、関係者として、教育部長、教育総務課長、学校教育課長を指定

します。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 

（休    憩） 

（非公開の審議） 

 

◎閉  会 

 

○柿 本 

 教育長 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、教育委員会２月定例会を閉会いたします。 
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閉会 午後 １時４５分 

 


